
■本庁（本館・新館）　〒025-8601　花城町9-30　　　　☎24-2111　思24-0259
■大 迫 総 合 支 所　〒028-3203　大迫町大迫2-51-4　☎48-2111　思48-2943
■石鳥谷総合支所　〒028-3163　石鳥谷町八幡4-161　☎45-2111　思45-3733
■東 和 総 合 支 所　〒028-0192　東和町土沢8-60　　☎42-2111　思42-3605

【お知らせ中の表記】●本＝本館　●新＝新館　■支＝全ての総合支所　■大＝大迫総合支所　■石＝石鳥谷総合支所　■東＝東和総合支所
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��上記相談には定員があります（先着順）。申し込みは、申込開始日の午

前９時から実施日前日の午後２時までに電話で同センターへ

書類作成に係る相談は受け付けておりません

【問い合わせ・申し込み】�●新市民生活総合相談センタ―（☎41-3550）

相談名 実施日 時間 会場 申込開始日

弁護士法律相談 ７月８日（水）10：00～15：00 市民生活総合相談センター ７月７日（火）

市民生活
（人権・行政）相談

７月10日（金）10：00～12：00

市民生活総合相談センター

申し込みは
不要です

大迫総合支所第２会議室

石鳥谷総合支所中会議室

東和総合支所第３会議室

司法書士法律相談 ７月15日（水）13：30～15：30 市民生活総合相談センター ７月８日（水）

消費者救済資金貸付相談 ７月16日（木）13：00～17：00 市民生活総合相談センター ７月９日（木）

■無料相談をご利用ください

クマを見掛けたら　本庁（☎24-2111）または各総合支所（■大☎48-2111、■石☎
45-2111、■東☎42-2111）に電話の上「クマを見た」とお伝えください。担当課
へつなぎます。けがや救急の場合は☎119番へ。

■「毎月勤労統計調査特別調査」

　を実施します

　この調査は、７月31日時点で１

～４人の常用雇用者のいる事業所

を対象に行われます。対象の事業

所には、７～９月にかけて都道府

県知事が任命した調査員が訪問し

ます。

� 調査票に記入いただ

いた内容は、統計法に

より守られますので、

ご協力をお願いします。

【問い合わせ】�●本 総務課（☎41-

3507）

■（一社）ココ・アルバからの

　お知らせ

①ひきこもり家族教室

　ひきこもり状態にある人の家族

を対象に、本人との関わり方など

について、ほかの家族と交流でき

る場を開設します。

【期日】�７月22日、９月23日、12月

23日、１月27日、３月24日の水曜日

【時間】�午後２時～４時

【会場】�多機能型事業所ココ・ミガ

クバ（西大通り）

②ひきこもりサポート事業

　ひきこもり状態にある人や家族

を対象に、フリーな居場所を開設

します。

【期日】�毎月第４火曜日

【時間】�午後１時～４時

【会場】�ココタベルバ・ラパン（若

葉町）

①②共通

【問い合わせ・①の申し込み】�（一

社）ココ・アルバ（☎33-1796）

■�はなまき夏マルシェ

　美味しいスイーツやパン、素敵な

アクセサリーやバッグなど、市内を

中心に活躍する店舗が出店します。

【期日】�７月12日（日）

【時間】�午前10時～午後２時30分

【会場】�花巻市交流会館

【問い合わせ】�地域活性化創造企画

At・So�長谷川（☎090-6222-2278）

■電波利用試験を行います

　７月16日（木）、市内の一部地域で

携帯電話の新しい電波の利用試験

を行います。テレビ映像が乱れた

場合などは無償で回復作業を行い

ますので、下記へご相談ください。

【問い合わせ】�700MHzテレビ受信

障害対策コールセンター（☎0120-

700-012）

■高齢者・障がい者のための

　成年後見＆相続　無料相談会

　成年後見制度や相続に関する相

談に、司法書士がお応えします。

【期日】�７月11日（土）

【時間】�午前10時～午後３時

【会場】�岩手県司法書士会館（盛岡

市本町通２丁目12-18）

【相談方法】

◦�面談相談…予約優先で対応しま

す。予約は（公社）成年後見セン

ター・リーガルサポート岩手支

部（☎019-653-6101）まで

◦�電話相談…☎0120-823-815（７

月11日のみ）または☎0120-333-

184（成年後見相談のみ常設）

【相談料】�無料

【問い合わせ】�岩手県司法書士会

（☎019-622-3372）

■�花巻第九の会　テラ・ムジーコ

　第５回定期演奏会

【期日】�７月26日（日）

【時間】�午後２時開演（開場は午後

１時）

【会場】�花巻市総合体育館

【料金】�一般1,000円、高校生以下

500円（全席自由）

【プレイガイド】�なはんプラザ、

チケットぴあ、江釣子ショッピン

グセンターパル、マッピーカレー

【問い合わせ】�テラ・ムジーコ事務

局　山川（☎090-1049-3062）

■�夏の夜の茶道体験（遠州流）

【期日】�７月４日（土）

【時間】�午後７時30分～８時30分

【会場】�まなび学園

【定員】�３人（先着順）

【申し込み期限】�７月３日（金）

【申し込み方法】�オン

ライン、電話

【問い合わせ・申し込

み】�イーハトーブ茶の湯ラボ�斉

藤（☎070-8452-3699）

■花巻イイもんめっけ市

　花巻ならではの食品や加工品、

工芸品などの名物が大集合！

【期日】�７月25日（土）

【時間】�午前11時～午後３時

【会場】�銀河モール花巻

【入場料】�無料

【問い合わせ】�花巻青年会議所�山

崎（☎090-9634-7610）

情報 information

無料アプリ

で広報はなまきをご覧

いただけます
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■市政懇談会

　市長または副市長が各地区へ伺

い、皆さんの声をお聞きします。

※そのほかの地区の日程について

も決まり次第、広報はな

まきや市ホームページな

どでお知らせします

【問い合わせ】 ●本地域づくり課（☎
41-3514）

期日 時間 地区 会場

７月
16日（木）

18：00 八重畑
八重畑
振興センター

７月
28日（火）

18：30 大迫
大迫
振興センター

■いわて花巻空旅応援キャンペーン

　いわて花巻空港発着の国際定期

便を往復利用する人を対象に、電

子ギフト（QUOカードpay）で航空運

賃の一部を助成します。

【助成額】 申し込み回数に応じて

最大30,000円

【定員】 200人（先着順）

【申込期間】 ９月23日

（水）まで

【申し込み方法】 オン

ライン

【問い合わせ】 岩手県ふるさと振

興部交通政策室（☎019-624-6330）

■空家等無料相談会

【対象】 空き家の所有者・管理者、

空き家になる見込みの建物を所有

または管理している人

【期日】 ８月７日（金）・８日（土）

【時間】 午前９時30分～午後４時

※相談時間は１組30分程度。事前

の予約を優先します

【会場】 まなび学園

【予約期間】 ７月６日（月）～31日（金）

【問い合わせ・予約】 ●新建築住宅課

（☎41-3566）

■�子育て支援情報がいっぱい！

　�花巻市子育てガイドブックを

改訂しました

　このガイドブックは、市の子

育て支援事業や各種手続きの案

内、保育施設への入所手続き方

法など、子どもや子育てに関連

する情報をまとめたものです。

６月に改訂版を作成しましたの

で、ぜひご活用ください。

　新館こども課、こども家庭セ

ンター（保健センター内）、健康

こども部および福祉部各課、各

総合支所市民サービス

課などで無料配布して

いるほか、市ホーム

ページにも掲載してい

ます。

【問い合わせ】 ●新こども課（☎41-

3149）

■�大迫「神楽の日」７月公演

　（大償神楽）

【期日】 ７月12

日（日）

【時間】 午前11

時～午後３時

（正午ごろから

１時間休憩）

【会場】 大迫交流

活性化センター

【入場料】 1，000円（事前予約不要）

【問い合わせ】 ■大 産業係（☎41-

3122）

■市民生活総合相談センター

　からのお知らせ

①夏の交通事故防止県民運動

　�「ベルト締め　親子の絆も　

　結び付く」

【期間】 ７月15日（水）～24日（金）

【重点ポイント】

◦暑さなどによる過労運転の防止

◦ 高齢者と夏休み中の子どもの交

通事故防止

◦飲酒運転の根絶

◦ 全ての座席のシートベルトとチャ

イルドシートの正しい着用の徹底

②夏の地域安全運動

【期間】 ７月17日（金）～８月16日（日）

【重点ポイント】

◦�鍵掛けの徹底…自宅や自動車な

どの鍵掛けを徹底し、ごみ捨て

などのわずかな時間なども玄関

ドアに鍵を掛けましょう

◦�特殊詐欺の被害防止…公的機関

をかたる詐欺や架空請求詐欺な

どによる被害に遭わないよう、

詐欺の手口を知るとともに、家

族や周りの人と情報共有しま

しょう

◦�青少年健全育成活動の推進…夏

休み中の青少年の非行防止のた

め、パトロールや見守りを実践

しましょう

③青少年の被害・非行防止県民運動

　こども家庭庁では、毎年７月を

「青少年の被害・非行防止全国強調

月間」と定め、関係機関と連携し

ながら総合的な被害・非行防止活

動を展開しています。

【全国最重点課題】 

インターネット利用における子ど

もの犯罪被害などの防止

【全国重点課題】

◦有害環境への適切な対応

◦薬物乱用対策の推進

◦�不良行為や初発型非行（犯罪）な

どの防止

◦再非行（犯罪）の防止

◦�重大ないじめ・暴力などの問題

行動およびその被害への対応

①②③共通

【問い合わせ】 ●新市民生活総合相

談センター（☎41-3550）

■ひとり親家庭などのための

　法律相談

　離婚や親権、養育費など、ひと

り親家庭などの悩みごとに弁護士

が応えます。

【期日】 ８月４日（火）

【日時】 午前10時～午後３時

【会場】 花巻地区合同庁舎

【相談料】 無料

※事前の申し込みが必要です

【問い合わせ・申し込み】 （一社）岩

手県母子寡婦福祉連合会（☎019-

623-8539）、県南広域振興局花巻保

健福祉環境センター（☎22-4921）


